
※記事の問い合わせは　総務課82ー1226・82ー1254・税務課82ー1224・住民福祉課82ー1221・保健衛生課82ー1777
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　　　            ６月の在宅当番医　
◎診療時間：午前9時～午後5時

心配ごと相談・行政相談
　合同相談所の開設

　日常生活でお困りの人は、相談所

を開設しますので、おでかけくださ

い。相談は無料で秘密厳守のうえ受

け付けています。

日　時　６月１６日（水）

　　　　午後１時～３時

場　所　役場１階　中会議室

問合せ　社会福祉協議会　 82-1238

　　　　役場総務課　　　 82-1226

＊診療科目以外の受診については、他の医療機関を紹介することもあります。
   受診する際には、医療機関に電話連絡をしてください。

   ６日 野崎クリニック（内科・外科・整形外科）　嵐山町　　　　61-1810

１３日 いちごクリニック（内科・小児科・胃腸科・アレルギー科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東松山市　　　　36-1115

２０日 森田クリニック（内科・外科）　　　　　　吉見町　　　　53-2220

２７日 平成の森 川島病院（内科）　　　　　　　  川島町　 049-297-2811

　　　　日本脳炎の定期予防接種について　

　平成２２年度、３歳になられるお子さんのワクチンが確保されましたので

お知らせします（個人通知いたします）。

　その他、７歳６ヵ月未満のお子さんで本人または保護者が特に希望される

場合は日本脳炎予防接種を受けることができます。医療機関にご相談くださ

い。なお、予診票は保健センターへ取りに来てください。

　２期の接種期間に相当する方については引き続き検討を行っています。

問合せ　保健センター 　８２－１５５７

　　　　国家公務員　種（税務）募集

【受 験 資 格】　平成元年4月2日～平成5年4月1日生まれの者

【試験の程度】　高等学校卒業程度

【試  験  日】　第１次試験 ９月 ５日(日)

　　　　　　　　第２次試験 10月14日(木)～21日(木)の指定する１日

　　　　　　　　(第１次試験合格通知書で指定する日)

【受 付 期 間】　6月22日(火)～6月29日(火)まで（土・日曜日は除く）

【受験申込書提出先】

　　　　　　　　第１次試験地を管轄する人事院各地方事務局

　　　　　　　　なお、関東信越国税局管内の試験地を管轄する地方事務局

　　　　　　　　は次のとおりです。

　　　　　　　　「人事院関東事務局」

　　　　　　　　〒330-9712　さいたま市中央区新都心１番地１ 

　　　　　　　　　　　　　　 さいたま新都心合同庁舎１号館 

　　　　　　　　　　　　　　　  ０４８－７４０－２００６

  問合せ　関東信越国税局 人事第二課 試験係　 ０４８－６００－３１１１

              秩父税務署　総務課    ０４９４－２２－４４３３（自動音声案内）

　　　　　　 守ろう！電波のルール

　総務省では６月1日から１０日までを「電波利用環境保護周知啓発強化期間」

として、電波を正しく利用していただくための周知・啓発活動および不法無線

局の取締りを強化します。

　私たちの生活や安全に必要なテレビ・ラジオ放送、携帯電話、警察・消防・

救急用無線などの電波利用を保護し、安全で豊かな社会を実現するために、電

波はルールを守り、正しく使いましょう。

問合せ　関東総合通信局

　●不法無線局による混信、妨害 　０３－６２３８－１９３９

　●テレビ・ラジオの受信障害　    ０３－６２３８－１９４５

　●地上デジタル放送の受信相談　 ０３－６２３８－１９４４

消費生活相談窓口を開設

　消費生活被害についての悩みを専門

家が親身になって解決します。お気軽

にご相談ください。

※７月号から消費生活の豆知識の連載

　を始める予定です。

日　時　毎週金曜日（祝日・年末年始

　　　　を除く）

　　　　午前１０時～午後３時３０分

　　　　（正午～午後１時は除く）

場　所　産業建設課

費　用　無料

問合せ　産業建設課　８２－１２２３

　光化学スモッグに
　　　　 気をつけて！！

　５月から９月は光化学スモッグが発

生しやすい時期です。光化学スモッグ

は、目やのどの粘膜に刺激を与え、健

康被害を引き起こすことがあります。

　光化学スモッグ注意報が発令された

ら…

健康被害にあわないために、

　・屋外での激しい運動は避けましょ

　　う

　・目などに刺激を感じたらすぐ屋内

　　に入りましょう

　・乳幼児、お年寄り、病弱な人は、

　　健康な成人よりも被害を受けやす

　　いので、特に注意しましょう

　　　また、自動車の使用を控えるよ

　　うご協力ください。

電話・FAX応答サービス（音声応答）

　０４８－８５７－７１００


